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DDRの形成
-多機能型平和維持活動を超えて-

Evolution of DDR
-Beyond UN Multidimensional Peacekeeping Operations -

川口智恵*

Chigumi KAWAGUCHI*

Abstract

DDR (Disarmament, Demobilization and Remtegration) is now considered an

integral part of a post-conflict peacebuilding. Until recently, the three components

of D-D-R were considered as separated actions. The studies of DDR to date have

primarily focused on its conception of the individual cases to assess its practice.

Less attention was paid to analyzing the nature of DDR systematically in the

conflict resolution or peacebuilding field. In this article, the author focuses on the

evolution of DDR in order to find out its beginning and importance as part of an

integrated program.

キーワード:多機能型平和維持活動、平和構築、 DDR、紛争解決、国際連合

Keywords : multidimensional peacekeeping, peacebuildmg, DDR, conflict resolution,
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はじめに
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近年、国家再建型の平和構築活動の増加により、 DDRへの関心が高まっている　DDRと

は、 Disarmament (武装解除)、 Demobilization (動員解除)、 Reintegration (社会再統

合)1)の略称であり、紛争終結後の国家において、これら3つの活動を1つのパッケージと

して捉え、主に元兵士2)とその家族を対象として実施される平和構築プログラムのことであ

る。それぞれの意味を、簡潔に説明すれば、最初のDで兵士が「自発的」に武器を放棄し3)、

次のDで軍隊の指揮下から離れ、 Rで一市民としての生活に戻ることである4)。一見、これ

らは時系列的に進むように見えるが、実際は重層的に重なり合って行われなければならない

とされている　DDRが、その他の支援活動と異なる特徴として次の2点が挙げられよう。

まず、軍事的で政治的な存在である「兵士」を対象としている点、次に、平和維持と平和構

築が重なりあう地点で、その要となる役割を果たす点である6)。従来、軍事問題だとされて

きた武装解除・動員解除に、社会再統合の項目が加わったことによって、紛争後の治安・安

全保障セクター改革(SSR ; security sector reform)の一部としてだけではない七より

包括的なDDRの存在が明らかとなった。

平和構築におけるDDRの重要性が認識されるのに伴い、事例を中心とした研究や、理論

的な分析による研究が進められてきたが、先行研究の多くは、 DDRを平和構築の-プログ

ラムと捉え、個々のプログラムの実施内容を検討するものが中心である。特に、現場での経

験の蓄積に伴い、様々な援助機関や実務者の報告書として、その内容を評価・検討するもの

が多い7)。他方、 DDRに理論的分析を加えようとする研究は比較的少ない。紛争解決や平

和構築と呼ばれる領域において、体系的にDDRを位置づけようとする試みは、緒に就いた

.

1) Reintegrationの和訳としては、社会復帰、再統合、社会再統合、復員事業など様々であるが、本稿では、社会再
統合を使用する。また、 DDRという場合のRについては、 Repatriation, Reinsertion, Resettlementのいずれか

を当てることがある。また、 DDRR、もしくはDDRRRというプログラムが計画され、この3つのRが組み合わさ
れる場合もある。

2)本稿では、正規軍、非正規軍両方の兵士のことを含め、国内紛争で戦った者を兵士と呼ぶことにする。

3)ソマリアに派遣されたUNOSOMHは、強制的に武装解除を行おうとした例外である。

4)これを国際社会が支援することと区分するためにそれ自体をDI)R、 DDRへの支援活動をDDRプログラムと分けて

呼ぶことができるが、本稿では、主に支援の対象として形成されてきたDDRの概念に注Elする亘め、便宜上DDR
という言葉のみ使用する。

5) "Report of the Secretary-General: The role of United Nations Peacekeeping in Disarmament

Demobilization and Reintegration"; UN document, S/2000/101, February ll 2003, para.

6)山根達郎「国際平和活動におけるDDR-平和維持と平和構築との複合的連動にむけて-」、大阪大学大学院国際
公共政策研究科　博士論文　2005年。

7 ) Hinako Toki, Peace-building and the Process of Disarmament, Demobilization, and Reintegration: the
Experiences of Mozambique and Sierra Leone, (Tokyo: Japan Institute for International Cooperation,
2004),伊勢崎賢治『武装解除一紛争屋が見た世界-』講談社現代新書、 2004年、そのはか世界銀行、 UNDP、
BICCなどの報告書。
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ばかりであると言えよう8)0

国連事務総長報告書(S/2000/101)は、国連平和維持活動がDDRに関する活動を始めた

のは、 ONUCA (国連中米監視団)であるとするが9)、本稿の分析によると、その兆しは

ONUCAより前のUNTAG (国連ナミビア支援グループ)に存在することがわかった。しか

し、この時点では、武装解除や動員解除が見られるだけで、兵士の社会再統合が意識され、

DDRが一体のものとして実施されているわけではない。では、 DDRを一体のものとして実

施される必要性が認識され、その実施が始まったのは、いっ、どのような経緯においてであ

ろうか。′本稿は、こ甲問いに答えるため、国連による紛争対応アプローチとしての、国連平

和維持活動の多機能化に注目する。なぜなら、平和構築の範噂に含まれる多くの項目が、多

機能化した国連平和維持活動に加わったことが、平和構築概念と実践の発展を促し、この大

きな流れの一部として、 DDR概念を形成し、実践されてきたと考えるからである。もうひ

とっの問いは、 DDRを一体として捉えるとほどのようなことを意味するのか。その活動の

範囲と目的は何なのかということである。

まず本稿は、第1節で、冷戦以降、平和維持活動の多機能化に伴う平和構築概念の形成と

DDRの関係を整理し、国連によるDDRの捉え方を議論する。平和構築概念の形成は、紛争

後の復興支援への開発援助機関の積極的な参画に影響を受けており、これらは独自の概念に

基づきDDRへの取り組みを行っている。そのため、第2節では、開発援助機関の報告書を

基に、 DDRの位置づけを検討すると同時に、開発との関係からDDRの必要性を提示した学

術研究を検討する。第3節は、国連平和維持活動マンデートにおけるDDRの変遷を分析し、

国連の平和維持活動の実践におけるDDR一体化の起源を探る。

第1節　国連平和維持活動の多機能化に伴う平和構築概念の発展とDDR

学際的な平和研究において、平和構築という概念は徐々に形成されっっあったが10)、それ

8)稲田十一、吉田鈴番、伊勢崎賢治編　F紛争から平和構築へ』論創杜2003年、星野俊也「平和構築とDDR」

黒帯満編『大量破壊兵器の軍縮論』信山社　2004年、山根達郎「匡慨平和活動におけるDDR一平和維持と
平和構築との複合的連動にむけて-」、大阪大学大学院国際公共政策研究科　博士論文　2005年、 Mats R. Berdal,

Disarmament and Demobilization after Civil Wars," Adelphi Paper, No.303, 1996., Kees Kingma "Post-

war Demobilization, Reintegration and Peace-building," (Bonn: Bonn International Center for Conv

1999)., Kees Kingma, ed., Demobilization in Sub-Saharan Africa-The Development and Security Impacts,

(London: Macmillan Publishers, 2000), Joanna Spear, "Disarmament and Demobilization," in Stephen John
Stedman edリEnding Civil War, (Colorado: Lynne Rinner Publishers, 2002).など。

9 ) UN Document S/2000/101, op.cit., para. 9.

10) "Three approaches to Peace‥ Peacekeeping, peacemaking and peacebuilding" in Johan Galtung, Peace, War

and Defense: Essays in Peace research, VolumeE, (Copenhagen: Christian Ejlers, 1976).ガルトゥングが

提示する平和構築概念は、現在の平和構築概念とは異なっているものの、平和維持、平和創造と並ぶ平和へのアプ

ロ-チとして平和構築を提示している。ガルトゥングがここで示す平和構築は、冷戦期に周辺として経済的にも社
会的にも抑圧された構造を紛争の原因とし、こうした構造をいかに平和的な構造に転換するかを課題としている
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が、国際社会の平和と安全を実際に守る具体的な手段として、新たな国際公共政策の課題を

提示するのは、冷戦の終結を待っ必要があった。本節では、国連の文書をもとに、国際公共

政策の担い手である国連における平和構築概念の発展を概観し、その中でDDRがどのよう

に登場し、展開していくのかに着目する。

1. 2つの『平和への課題』

平和構築概念の登場は、当時の国連事務総長であったブトロス-ブトロス-ガリが、 『平

和-の課題』 (1992年)!!>において、国連の平和活動における4つの概念的区分、予防外交

(preventive diplomacy)、平和創造(peacemaking)、平和維持(peacekeeping)、平和構

築(peacebuilding)を提示したことに端を発している。ここでは、平和維持と平和創造が

補強し合いながら進み、その結果として、停戦の後、平和構築が実施されるとして12)、これ

らの活動が時系列的に理解されている。和平合意の履行支援を行う機会が増加し、人権監視

など、軍事的側面に留まらない活動に広がっている事が指摘されている。また、平和構築は

紛争の再発予防を目的とし、文化や、人道の問題に取り組むことによって、国内紛争の根本

的な原因を除去することを目指す。こうした手段により、国連が、絶対的かっ排他的な主権

の時代を超えて13)、冷戦後の新しい「平和への課題」に、積極的に取り組む姿勢が示された

のである14)。この段階では、 DDRについての言及はなく、平和樺築の一部として合意に含

まれた武装解除の実施について触れるのみである。

『平和-の課題:迫補』 (1995年M5)は、国連平和活動における4つの質的変化について述

べている。まず、第1の変化は、国内紛争において、紛争主体が誰なのかが不明瞭であり、

国家崩壊を来たしているということである。そのために、軍事的・人道的任務を超えた国民

和解の促進と効果的な政府の再建任務を含むよう拡大される必要があるとする16)。加えて、

第2に人道的援助活動が必要とされるようになったことを指摘する。そして、第3に、第1

の変化に伴って、国連の平和活動の性質が、和平合意の履行支援を含むようになったとする。

第4の変化として、多機能な国連平和維持活動が合意成立後に国家制度の確立を含んだ幅広

い「調整」という役割を担うようになったとし、こうした役割こそが紛争の根底にある社会

ll) Boutros Boutros-Ghali, "An Agenda for Peace," UN Document A/47/277-S/24111, 17 June 1992.

12) Ibid., para. 57.

13) Ibid., para. 17.

14) 1992年の『平和への課題』において、平和維持活動よりも、より重装備を持っ、平和実施部隊についての記載がな

され、国連の指揮下における軍事行動というより野心的なアジェンダが示されたことは、重要な特徴の一つである

が、本稿の文脈からはそれるために言及していない。また、 1995年の『平和への課題:追捕』において、ソマリア・

ルワンダの経験を元に、こうした強行な路線に変更が加えられていることも同様である。

15) Boutros Boutros-Ghali, "Supplement to An Agenda for Peace," UN Document A/50/60-S/1995/1, 3

January 1995.

16) Ibid., paras. 10-13.
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経済的、文化的および人道問題を解決すると考える。こうした質的変化は、開発援助機構の

活動を重視することにつながり、従来、紛争解決とは無関係だとみなされていた社会・経済

に関する援助機関を、体系的に平和活動の枠組みの中に位置づけることが明確にされた17)。

国連は、国連諸機関だけでなく地域機関、非政府組織と共に平和構築を実施することを通じ

て、紛争の直接的な原因である暴力と、根本的原因と考えられる貧困、抑圧、不正の両方に

取り組む姿勢を明らかにしたのである。ソマリアやルワンダの教訓により、人道的介入か、

内戦不干渉の遵守かという問題に直面することで、介入の壁としての普遍的な「国家」を改

めて認識すると同時に、国内紛争を国際の平和と安全の脅威として取り組むべき課題とする

のである。

こうした問題認識の中で、武装解除に加え、和平合意の履行支援に含まれた項目として、

兵士の動員解除や社会再統合を支援する必要性を認識し18)、平和維持活動における様々な平

和構築活動の中でこれらを支援するとしていろ19)。 『追捕』は、 DDR一つ一つの項目に対す

る支援の必要性を認識し、特に、崩壊国家において「兵士」を国家再建過程に取り組む必要

性に注目している。しかし、一体としてのDDRへの認識を読み取ることはできず、効果的

な「DDR」実施のための枠組みを作ろうとする努力は1999年まで待たなければならない。

2. DDRに関する国連文書-DDRはどの平和活動の範噂に入るのか?

一体としてのDDRの認識は、 1990年の安全保障理事会議長声明にみることができる。こ

こでは、まず、 DDRに関する国連文書を3つ紹介し、次にブラヒミ・レポートにおけるDD

Rに対する認識を確認した上で、国連による一体としてのDDRの形成を整理し、議論する。

1999年7月8日、安全保障理事会は、 「平和と安全の維持および紛争後の平和構築」につ

いて議論し、安全保障理事会議長声明(S/PRST/1999/21)を出している20)。ここに、 1つ

のプログラムとして包括的に取り組まれるべきDDRという概念の明確な萌芽を見ることが

できる。理事会は、和平合意にも拘わらず、紛争が継続していることを憂慮し、紛争主体に

よる大量の小型武器の所持が、その主な原因であるとして、平和と安定、開発までを視野に

入れた継続的なプロセスとしてのDDRの実施を成功させる必要があるとしている。この声

明は次のように指摘する。

17)篠田英朗　F平和構築と法の支配-a際平和活動の理論的・機能的分析』創文社、 2003年、 10頁参購。篠田は、
『平和への課題』の特徴の1つとして、国連諸機関を平和活動のもとで体系的に結びっける役割をもっていたとす

るが、同時に、そのことによって、概念的に区分された範噂の中に各組織を押し込めてしまうという結果をもたら

したとし、ガリ事務総長に対する批判としての国連諸機関のタコツボ化を防ぐための包括的な戦略の必要性を指摘
している。

18) Boutros Boutros-Ghali, "An Agenda for Peace," para. 21.
19) Ibid., para. 50.

20) "Statement by the President of the Security Council; Maintenance of peace and security and post-conflict
peace-building- , S/PRST/1999/21, 8 July 1999.
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動員解除は一定の武装解除の上に成り立ち、効果的なリ-ビリテーションと社会再統合の

存在なしには達成しえない。武装解除と動員解除は、兵士が銃を置くことができるような、

一定の保護と安全が確保された環境下で行われなければならない。これらのプロセスは、経

済・社会問題と密接に関係するため、平和維持から平和構築への遠やかな移行を可能とする

ことを念頭に、包括的に実施されることが必要である21)。

2000年2月11日、国連事務総長は、先の議長声q且による要請を受けて、事務総長報告書

『DDRにおける国連平和維持活動の役割』 (S/2000/101)を提出している㌶)。この中では、

国連平和維持活動がDDRに関する活動を始めたのは、 ONUCAであり、冷戦後の国連平和

維持活動における比較的新しい活動であるとしている23)。報告は、 DDRが紛争後の安定に

とって不可欠であるとし、その理由として以下の3つを挙げる。 1つは、情勢の安定化であ

り、 2つ目に紛争予防効果、 3つ目に通常の状態、つまり開発可能な社会への移行をDDR

が促進することである24)。また、個々のDDR項目について、平和維持活動としての支援の

在り方を検討し、平和維持活動は、従来任務としての機能、つまり軍事技術による武装解除

支援や、軍事的かつ政治的なプレゼンスによる抑止効果からも、武装解除と動員解除に直接

的な寄与ができるが、武装解除と動員解除の段階から社会再統合に配慮した支援の実施が重

要であり、特にその具体的な活動においては、世界銀行(以下、世銀; World Bank)と国

連開発計画(以下、 UNDP i United Nations Development Programme)の協力の中で

行うとしている25)。こうした活動形態、つまり、従来の平和維持活動と、多機能型国連平和

維持活動、双方の活動においてDDRが実施され、それはより広義の平和構築においても継

続する活動として認識されるものである。

ECHA (The United Nations Executive Committee on Humanitarian Affaires '蝣

人道における国連実行委員会)のDDRに関する報告書『元兵士のDDR支援における制度的

な能力の向上に向けて』 (2000年7月19日提出-¥26)が在り、それに先んずる形で、その背景文

香(2000年6月6日提出)が出されている。この背景文書は、 DDRに関与するすべての機

21) Ibid., para. 5.

22) "Report of the Secretary-General: The role of United Nations Peacekeeping in Disarmament,

Demobilization and Reintegration , UN Document S/2000/101, ll February 2003.

23) Ibid., para. 9.

24) Ibid., para. 3.

25) Ibid., para. 114.

26) "Harnessing institutional capacities in support of the disarmament, demobilization and reintegration of

former combatants, prepared by the ECHA Working Group on Disarmament, Demobilization, and

Reintegration submitted to ECHA on 19 July 2000.
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関およびその活動を網羅的に研究するものであり、 DDRの性格を、政治、軍事・軍事技術、

安全保障、人道、社会経済の5つの分野に影響を及ぼす、包括的なものとして捉えている27)。

『ブラヒミ・レポート』は、 90年代の経験を通じ、国連平和維持活動は、概念的には平

和維持として整理されるだけではなく、平和創造、平和構築、平和強制といった概念を含む

ものとして理解しなくてはならなくなったとする28)oレポートは、トランスナショナルな側

面を持つ国内紛争に対応していく上で、平和維持と平和構築が複雑な平和活動を展開してき

たと述べ29)、平和維持が安全な環境を維持し、その環境下で平和構築が、政治、社会、経済

の変化を促し、持続的な安全環境を創出するという関係において、この両者は不可分である

とする30)平和構築には、多岐に及ぶ活動が存在するが、その中でDDRは、紛争の再発可

能性を減少させると同時に、安定をもたらし、安全保障及び、法と秩序に直接的に貢献がで

きる分野であると認識する31)。

第1節で議論したように、国連平和維持活動の実施における機能的変化は、国家間から国

内紛争へと国際安全保障の課題が移行し、崩壊国家における紛争は、単に直接的な暴力を止

めるという手段のみでは解決しえないという認識に基づいていた。上杉が指摘するように、

伝統的な国連の平和維持活動が持っ機能は、停戦を目的とした平和創造活動を担保し、停戦

を維持する役割を果たすが、紛争解決を置き去りにしたままである点において、真の問題解

決のための手段には成りえない32)o包括的な和平合意を念頭においた平和創造努力がなされ、

これに裏付けられた多機能型国連平和維持活動の展開において、平和構築が実施されること

によって、真の紛争解決が図られる33)。つまり、多機能型平和維持活動において、実施され

る狭義の平和構築活動と、それを超える枠組みで実施される広義の平和構築が存在し、この

広義の平和構築活動の中で、国連だけに限らない多岐にわたる支援主体の活動が行われるの

である。

27) Background Paper, drafted -as preparation for the ECHA DDR Working Group Paper on "Harnessing

lnstitutional Capacities in Support of DDR of Former Combatants," 6 June 2000, pp. 1-3.

28)上杉勇司、~F変わりゆく国連PKOと紛争解決一平和創造と平和構築をっなぐ』、明石書店、 2004年、 73貢。

29) "Report of the Panel on United Nations Peace Operations," UN Document A/55/305-S/2000/ 9, 21
August 2000, para. 18.

30) Ibid., para. 28.

31) Ibid., paras. 42-43.

32)上杉前掲書73頁。

33)上杉前掲書109頁において、 「国連平和維持活動の役割は従来の平和維持の概念から大幅に拡大し、平和創埠や平
和構築とい-た紛争解決アプローチの要素を含む活動も担うようになっている。 - ・すなわち、平和維持を担っ
た従来型の国連平和維持活動は紛争処理アプロ-チによって紛争へと対応していたが、国連平和維持活動の任務が
拡大し、平和創造や平和構築にまたがるような多様な機能を果たすようになると、国連平和維持活動は単なる紛争
処理のメカニズムとしてだけではなく、紛争処理アプローチと紛争解決アプローチをっなぐ結節点としての位置づ

けがなされるようになってきたのであるo」と述べているo本稿には、この意味において、平和創造もまた、従来
は停戦合意を促すという紛争処理的なものが多か-たのに対し、現在では、破綻国家における紛争の解決を念頭に
おいた、平和構築計画の交渉を含んだ平和創造が実施されており、これは、紛争解決アプローチを含んだ平和創造
に当たると考える
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これまで紹介したDDRに関連する国連文書は、 DDRが、紛争後の国連の平和活動におい

て重要な活動であるという認識を示すと同時に、国連として、平和活動のどの分野でDDR

を理解するのかを模索してきた過程を示している。おそらく、国連が、一体としてのDDR

を実施する必要性を認識したのは、文書上ではS/PRST/1999/21であって、この文書は、

平和構築の中にDDRを位置づけている。一方で、事務総長は、 S/2000/101において、

DDR全体の実施の中での国連平和維持活動の役割を定義し、国連平和維持活動との関係の

中でDDR実施の指針を示すと同時に、一体としてのDDRの重要性を明確にしている。そし

て、 ECHAの報告書では、より包括的にDDR全体の活動枠組を捉え、 DDRに関わる活動全

体を分析対象とする。つまり、 DDRは多機能化した国連平和維持活動によって行われる項

目を多分に含みながらも、 DDR全体を鑑みれば、多機能化された平和維持活動を超える活

動であり、 ECHAが示すように国連機関のみに留まらない多岐にわたる援助主体によって

形成される平和構築という大きな紛争解決アプローチの中で、理解される必要がある。 『平

和-の課題』で示された国連平和活動の4つの概念区分が、 『ブラヒミ・レポート』におい

て、重層的に理解されなければならなくなった背景には、国内紛争解決という課題に対する

国連平和維持活動の多機能化、そして、それを超える広義の平和構築の発展が存在する。 D

DRは、こうした国連の平和活動の実践と概念の発展の中で、その一体化が理解され、国連

平和維持活動を超えた広義の平和構築において実施されるようになったと考えてよいだろう。

第2節　開発と安全保障の関係強化とDDR

第1節では、国連の平和維持活動と平和構築の発展の中でのDDRに焦点を当てたが、こ

の節では、平和構築に広く関わり、 DDRを含む紛争後の復興や移行期における平和構築に

積極的に参画することとなった世界銀行、経済開発協力機構-(以下、 OECD ;the

organization for Economic C0-operation and Development)の開発援助委員会(以下、

DAC ; Development Assistance Committee)、国連開発計画に注目する。これらの機関

が、紛争と開発の文脈の中で、一体としてのDDRをどのように捉えようとしたのかを検討

し、次いで、同様のアプローチによる学術研究を検討する。

1.開発援助機関とDDR

『平和-の課題:追捕』の呼びかけに、いち早く応えたのが、世銀とOECDである1995

年、世界銀行総裁ウォルフォンセンは、年次会合において紛争後の復興に焦点をあてるとい

う宣言を行った　1997年には、 『紛争後復興における世銀の役割(Post-Conflict

Reconstruction-the Role of the World Bank)』において、 『平和への課題』や、ファリ
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ファックス・サミットにおける各支援国からの要請を受け、紛争後復興別)における世銀の役

割を明らかにし、これに取り組むとしている。なぜ、世銀が国内紛争に注目するのか。それ

は、国内紛争による甚大な被害が、開発を後退させるからであり、開発が国内紛争予防の有

効な手段であるからとする35)。紛争から持続可能な平和-の移行を促進するという目的にお

いて、早い段階からDDR (ここではdemobilization, demilitarization and reintegration

を指す)に関する支援活動を行うことの重要性について言及している。すでにすべての元兵

士が平和の配当を受けられるようにすることが、紛争の再発を防ぎ、経済開発の促進につな

がると述べている点は興味深い36)世銀は、この時期アフリカを中心として、兵士を対象と

したパイロット・プログラムを行っており、特に動員解除と帰還、社会再統合に焦点をあて

た技術や資金面での支援を行うことで、 DDRの先駆的な支援活動の経験を持っ37)。

OECDのDACは、 『21世紀における紛争、平和、開発協力(Conflict, Peace and

Development Co-operation on the Threshold of the 21st Century)』 (1997年)にお

いて、紛争予防という観点から、紛争後の平和構築に積極的に関わっていくことを宣言した。

これを踏まえ、 『DACガイドライン-紛争予防に向けて- (The DAC Guideline Helping

Preventive Conflict)』 (2001年)は、開発の不可欠な基盤としての安全保障に言及し、も

はや、安全保障とは軍事的な国家防衛のみを意味するものではなく、人々の生活を確保する

基盤であるとの認識を表明している　DACは、動員解除と元兵士の持続可能な社会再統

合支援は、和平プロセスの長期的な成功の基盤となり、正常に作動する安全保障システムを

創出するもので39'、治安・安全保障セクター改革(SSR : Security Sector Reform)の

1つとして捉えている40)。

UNDPは、持続的な人間開発の観点からDDRに取り組むという姿勢をとる　UNDPのD

DRへの取り組みは、他の開発援助機関と比較して、武装解除の支援をも行う点においてユ

ニークである　UNDPは、 5二っの大きな政策目標を掲げているが、そのうちの1つは「危
~　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　.

34)通常、紛争後に国際社会が何らかの支援を行う場合、 「平和構築」もしくは「復興支援」という二つの言動主使用

されるが、国連諸機関は主に、平和構築という言葉を使い、世銀グル-プは、復興支援という言葉を使う。稲田十

- 「第3章　紛争の譜段階と国際社会の対応-平和構築と復興支援」、稲田十一編　F紛争と復興支援-平和構築
に向けた国際社会の対応』有斐閣、 48頁参照。

35) Paul Collier, V.L. Elliott and Harvard Hegre., A World Bank Policy Research Report Breaking the

Conflict Trap: Civil War and Development Policy, World Bank, 2005.5.,邦訳　田村勝省　訳　F戦乱下の
開発政策』　シュプリンガー・フェアラーク東京　2004年、序文参風。

36) World Bank, Post-Conflict Reconstruction-the Role of the World Bank, 1997, pp. 24-25.
37) Ibid., p. 33.

38) OECD, The DAC Guideline Helping Prevent Violent Conflict, 2001.

http://www.oecd.org/dataoecd/15/5471886146.pdf (OECD web site) accessed at 2005.9.1.
39) Ibid., p. 41.

40) OECD, DAC Guideline and Reference Series; Security System Reform and Governance, 2005.

http://www.oecd.org/dataoecd/8/39731785288.pdf (OECD web site) accessed at 2005.09.01.
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機予防と復興(Crisis Prevention and Recovery)」である。この「危機予防と復興」が、

6つに分類され、 「小型武器と動員解除(Small Arms and Demobilization)」部門におい

て、 DDRに関する取り組みを行っている。武器が蔓延している状況においては、治安が保

たれず、開発を担うべき「市民」を「兵士」に留まらせてしまうという意味において、持続

可能な開発を阻害するために、好ましくなく、従って、小型武器の不拡散と武装解除に対す

る支援は、 UNDPの任務に含まれるといる41)。また、他の開発援助機関同様、本来の得意分

野である社会再統合の段階における支援を重視しており、様々なプログラムを行っている。

ここまで、代表的な開発援助機関である世銀、 OECDそしてUNDPが、国内紛争と自ら

の活動内容をどのように結び付けているのかを検討してきた。世銀は、紛争後復興として、

OECDは人間の安全保障の観点から、そしてUNDPは人間開発の観点から、国内紛争後の

国家に対する支援に取り組む姿勢を打ち出している。共通しているのは、もはや開発は安全

保障と無関係ではないという認識である。こうした認識に基づけば、開発のための基盤を提

供するDDRを支援することは、彼らの課題の1つであり、紛争後の国家を支援するに際し

て、高い優先順位が付けられるのである。

2.学術的見地からの「開発とDDR」の検討

DDRに関する研究は、前述の開発援助機関に代表されるような実施機関による報告書が

多くを占めているが、ここでは、特に国内紛争と開発の関係をDDRの側面から明らかにし

ようとした学術研究と、ドイツのシンクタンクBICCの研究を紹介する。

いち早くDDRに注目したマッツ・バーダル(Mats R. Berdal)の研究は、実際のDDR

プログラムに関する政策提案を含んだ、 DDRの理論と実践を追究しようとする先駆的研

究である42)。バーダルは、国内紛争の特徴そのものがDDRを規定しているとする。長期化

する紛争の中で培われた特有の社会システム、同じ国内に旧敵同士が存在するという状況、

小型武器の氾濫、こうした特徴をもつ国内紛争、つまり、紛争という「社会秩序」が、外部

の介入によって停戦に導かれ平和へと移行する時に、 DDRが実施されるというのである。

ゆえに、ノヾ-ダルは、紛争終結直後の脆弱な政治体制と安全保障において、短期および中期

的には、武装解除と動員解除が最も重要であり、・動員解除から社会再統合の過程については、

経済開発への移行を見据えた中長期的な取り組みとして捉えている。そして、兵士にとって

の武器が、安全保障だけではなく、経済的な意味を持つようになっているという重要な指摘

41) UNDP HP http://www.undp.org/b叩r/ddr/　　　　at 2005.ll.10.

42)ハーグルは、 「DI⊃R」という略語は使用していないが、 Rを見据えたDDの議論をしており、特に動員解除との関

係の中で社会再統合支援の重要性を論じているため、ここではDDR研究をしているものとして捉える。
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を行い43)、武装解除・動員解除を行うことによる、地域経済や社会的価値への影響を考慮す

べきであると主張する44)。

ハーグルは、武装解除・動員解除に続く、武力と元兵士の社会再統合への取り組みは、長

期的な視座を必要とする経済開発への移行に際して重要なものであると考える。この研究は、

DDRという言葉が定着していない時期に、武装解除、動員解除そして社会再統合という3

つの活動を包括的に捉え、平和維持と平和構築の要としてのDDRの役割を明らかにしてい

るのである。

キース・キングマ(Kees Kingma)は、ドイツの民間シンクタンク、ボン国際軍民転換

センター(以下、 BICC: Bonn International Center for Conversion)の動員解除・平

和構築プロジェクト・リーダーであった　BICCはDDRに関する多くの報告書を出して

いるが、中でも、キングマがまとめた会議報告書、 『戦後の動員解除、社会再統合と平和構

隻(Post-war demobilization, reintegration and peace-building)』46)と、キングマの編

集によるアフリカの動員解除と社会再統合に関する著書、 『サブ・サ-ラアフリカにおける

動員解除-開発と安全保障のインパクトー(Demobilization in Sub-Saharan Africa-The

Development and Security Impact-)』47)に注目する。この2つの研究は、国連が一体とし

てのDDRの概念を整理した時期のものであり、後者の研究は、前述のECHAが提出した報

告書のバックグラウンド・ベーパーの参考となっている。

1999年8月、 BICCとドイツの二国間援助支援機関ドイツ技術協力公社(GTZ : Deutsche

Geselleschaft fur Technische Zusammenarbeit)などの間で開かれた国際会議「武装解A

除の貢献と紛争予防への転換、そして、開発協力との関連性について(The Contribution

of Disarmament and Conversion to Conflict Prevention and its Relevance for

43) Berdal, op.cit., p. 17.ここで、ハーグルはその経済的意味については詳細に述べていないが、武器の経済的な側
面には、武器を売ることで金になるという点と、武器を持つことで、兵士やガードマン的な雇われ兵士になるなど
の職業の道具としての意味があると考えられる。

44) Berdal, op.ci亡., p. 15.

45) BICCについては、 BICC HP http://www.bicc.de/を参照のこと。キングマは、 2005年8月現在、世界銀行に勤
務している。

46) Kees Kingma, ''Convention Report: Post-war Demobilization, Reintegration and Peace-building," 1999.
http://www.bicc.de/ (BICC web site) accessed at 2005.ll.1.

47) BICC HPにDDRに関する多くの報告書や短報、ディスカッションペーパーが記載されており、中でも、 BICCと

ドイツの二国間援助機関GTZ (German Technical C0-operation)との共同研究によるDemobilisation and

Reintegration of Ex-combatants in Post-war and Trancition Countries (Eschborn: BICC, 2001)は、 1990

年代に実施された20カ国のDDRプログラムについて報告し、詳細にわたる分析を行っており、プログラムとして

のDDR分析として有益であるO　ここで選んだ会議報告書、 Kees Kingma, "Post-war Demobilization,

Reintegration and Peace-building,"は、 DDRに関する国連DPOによる最初の報告書"Principles and Guidelines

of Disarmament, Demobilization and Reintegration in a Peacekeeping Environment"が出され、国連のPK

Oもしくは平和構築活動におけるDDRに対する認識が高まっていく中で行われた会議に関するものであり、また、

Kees Kingma ed, Demobilisation in Sub-Saharan Africa-The Development and Security Impacts, (London:

Macmillan, 2000)は、同じ流れの中で、著書という形態をとっており、報告書以上の学術的な貢献を目指したも
のであるため、先行研究としてこの2点を選んだ。


















